
議案第３１号

杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和４年５月２０日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例

杉並区事務手数料条例（平成１２年杉並区条例第２４号）の一部を次のように改

正する。

別表第１の５５から５７までの項及び５８の項を次のように改める。

５５から

５８まで

削除

別表第１の１２３の２の項の次に次のように加える。

１２３の 長期優 次のア及びイに掲げる場合の区分並びに当該申請に係る住宅が属する一の建築物の床面積の合計に 認定

２の２ 良住宅 応じ、１件につき、それぞれ次に掲げる額（当該申請に係る住宅が一戸建ての住宅の場合において 申請

長期優 維持保 は、アの（ア）又はイの（ア）に掲げる額） のと

良住宅 全計画 ア 申請に併せて１２３の２の項アの（ア）に規定する書類が提出された場合 き。

の普及 認定申 (ア) １００平方メートル以内のもの １０，０００円

の促進 請手数 (イ) １００平方メートルを超え５００平方メートル以内のもの １９，０００円

に関す 料 (ウ) ５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のもの ３３，０００円

る法律 (エ) １，０００平方メートルを超え２，５００平方メートル以内のもの ４７，０００円

第６条 (オ) ２，５００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内のもの ８５，０００円

第１項 (カ) ５，０００平方メートルを超え１万平方メートル以内のもの １４０，０００円

の規定 イ ア以外の場合

に基づ (ア) １００平方メートル以内のもの ７８，０００円

く長期 (イ) １００平方メートルを超え５００平方メートル以内のもの １８３，０００円

優良住 (ウ) ５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のもの ２９３，０００円

宅維持 (エ) １，０００平方メートルを超え２，５００平方メートル以内のもの ５７９，０００円

保全計 (オ) ２，５００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内のもの １，０３７，０００

画の認 円

定の申 (カ) ５，０００平方メートルを超え１万平方メートル以内のもの １，７８２，０００円

請に対

する審

査

別表第１の１２３の３の項の次に次のように加える。

１２３の 長期優 当該申請に係る住宅が属する一の建築物の当該計画の変更に係る部分の床面積の合計に２分の１を 変更

３の２ 良住宅 乗じて得た面積（床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積の合計）に応じ、 認定

長期優 維持保 １件につき、１２３の２の２の項アの（ア）から（カ）まで又はイの（ア）から（カ）までに掲げ 申請

良住宅 全計画 る額（当該住宅が一戸建ての住宅の場合においては、同項アの（ア）又はイの（ア）に掲げる額） のと

の普及 変更認 （申請に併せて長期優良住宅の普及の促進に関する法律第８条第２項において準用する第６条第２ き。

の促進 定申請 項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について、９２の２の項又は９２の３



に関す 手数料 の項に掲げる額（申請に係る計画に特定構造計算基準等適合審査をする部分が含まれる場合におい

る法律 ては、特定構造計算基準等適合審査をする部分ごとに７７の２の項に掲げる額の手数料を、建築基

第８条 準法第８７条の４に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機１基につき

第１項 ９２の７の項又は９２の８の項に掲げる額の手数料を加えた額）の手数料を加えた額）

の規定

に基づ

く長期

優良住

宅維持

保全計

画の変

更の認

定の申

請に対

する審

査

別表第１の１２３の５の項中「長期優良住宅建築等計画」の次に「又は長期優良

住宅維持保全計画」を加える。

附 則

この条例は、令和４年１０月１日から施行する。ただし、別表第１の５５から５

７までの項及び５８の項の改正規定は、公布の日から施行する。

（提案理由）

長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料等を定める等の必要がある。


